
【令和４年８月２９日】 

南房総市輸入飼料高騰  

緊急支援給付金  

- 申請要領 - 

 

 

 

 

 

＜受付期間＞ 

令和４年８月２９日（月）～ 

令和５年 2月 28日（火）まで 

※ 郵送で申請される場合は、令和５年 2月 28日（火）の消印ま

でが有効となります。 

 

＜受付窓口・郵送申請先＞ 

● 南房総市 農林水産部 農林水産課 

住所：〒299-2492 南房総市富浦町青木２８番地 

電話：0470－33－1071 

【受付時間】 

午前８時３０分から午後５時まで（土・日・祝日を除く） 

 

 

本給付金の交付に当たり取り扱う申請者の個人情報については、南房総

市個人情報保護条例などの規定に基づき適正に管理し、本事業実施のため

に利用します。 
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趣 旨 
コロナ禍からの経済回復基調に伴う穀物の需要増と海上輸送の混乱による輸入飼料の価

格高騰により影響を受けた畜産農家等を迅速に支援する。 

 

１ 対象要件 

下記の要件をすべて満たしている必要があります。 

(1) 市内に住所および畜舎を有していること。 

 (2) 家畜を飼養しており、生乳などを出荷していること。 

 (3) 輸入飼料を購入、給餌していること。 

(4) 令和３年分の畜産物販売金額が５０万円以上あり、次年度以降も畜産業を継続する

こと。 

(5) 市民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税、水道料、介護保険料、後期高

齢者医療保険料を滞納していないこと。 

(6) 南房総市地域商工業等経営回復支援金と重複して交付の申請をしていないこと。 

（7）「暴力団排除に関する規定」（ｐ５参照）を遵守していること。 

 

２ 給付額  前年購入の飼料額と比較し、増額分の２０％を交付 

令和４年４月から１２月までを３か月毎に区切り、前年飼料購入額と比較し増額分に

あたる２０％以内を交付します。 

 例） 

対象期間 輸入飼料購入額 

令和３年 ４ 月～ ６ 月分       ４８６,０００ 円 Ａ 

令和４年 ４ 月～ ６ 月分       ５６７,０００ 円 Ｂ 

輸入飼料購入増額（Ｂ－Ａ）        ８１,０００ 円 Ｃ 

給付金交付申請額（Ｃ×１／５） １６,０００ 円 

  ※ 交付額に１,０００円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。 

 

３ 申請書類 

以下の申請書類を提出してください。なお、必要に応じて追加書類の提出及び説明を求

めることがあります。また、申請書類の返却はいたしません。 
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南房総市輸入飼料高騰緊急支援給付金チェックリスト 

 

申請書類一覧 

□１ 

南房総市輸入飼料高騰緊急支援給

付金交付申請書（請求書） 

（記載例１）P3 参照 

申請書は、請求書も兼ねています。記載

内容に誤りが無いようご注意ください。 

□２ 
誓約書 

（記載例２）P4 参照 

誓約書の最下部にある所在地、名称及び

代表者名の欄は、必ず自署でお願いしま

す。 

□３ 
振込先口座を確認できる書類 

（通帳の写し） 

口座名義人は、申請者名と一致するよう

にしてください。申請者と口座名義人が

異なる場合は別途委任状（任意様式）が

必要となります。 

□４ 本人確認書類 

運転免許証、個人番号カード、パスポー

ト等いずれか一つの写し。（記載された住

所が申請書住所と同一のもの） 

□５ 算定根拠の分かる書類の写し 
申請期間の算定根拠の分かる書類の写し 

令和３年分の確定申告書類の写し 

□６ 
生乳等を出荷していることが分か

る書類 

出荷伝票等の写し。 

（申請名義と同一のもの） 

□７ 

南房総市地域商工業等経営回復支

援金の交付を受けていないまた

は、受ける予定はない。 

 

□８ 
「暴力団排除に関する規定」 

（申請要領 P5 参照） 
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別記 第１号様式（第４条関係）                    記載例１ 

 

南房総市輸入飼料高騰緊急支援給付金交付申請書（請求書） 

南房総市輸入飼料高騰緊急支援給付金交付要綱第２条の交付対象者に該当するため、第

４条の規定に基づき給付金を申請します。なお、下記記載事項及び添付資料の内容につい

ては、事実と相違ありません。また、第５条の規定に基づき給付金の交付が決定した場合、

別添の口座へ振り込みをお願いします。 

 

 年  月  日 

 

 南房総市長  宛 

               申請者住所      南房総市富浦町青木 28 

                  氏名（代表者） 畜産 次郎                       ㊞ 

                  連絡先    〇×〇－△◇〇▽－□△×〇  

 

１ 交付申請及び請求額       ○○，○○○円 

２ 算定根拠 

対象期間 輸入飼料購入額 

令和３年  〇月～  〇月分         ○○○，○○○円 Ａ 

令和４年  〇月～  〇月分         ○○○，○○○円 Ｂ 

輸入飼料購入増額（Ｂ－Ａ）         ○○○，○○○円 Ｃ 

給付金交付申請額（Ｃ×１／５）         ○○○，○○○円 

※ 給付金交付申請額に、１,０００円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるも

のとする。 

３ 添付書類 

(1) 誓約書（別記第２号様式） 

(2) 振込先口座を確認できる書類 

(3) 本人確認書類 

(4) 令和３年分の確定申告書類の写し 

(5) 令和４年度に生乳等を出荷していることが分かる書類の写し 

(6)  算定根拠の分かる書類の写し 

※ ２回目以降、令和４年度輸入飼料高騰緊急支援給付金交付決定者は、当該交付決定

書の写しを添付することで、（2）～（5）の書類が省略できます。 

振込先（口座名義人が申請者と異なる場合は記入ください。） 

金融機関名 

銀行 

金庫 

農協               

本店 

支店 

口座種目 １ 普通  ２ 当座  ３（           ） 

口座番号        

口座名義人 
フリガナ  

氏名  

・申請者と口座名義人が異なる場合は、振込先

口座を記入ください。 

・昼間に連絡が取れる連絡先を記載ください。 

・申請書は、請求書も兼ねています。

金額の訂正は出来ませんのでご不明な

点がありましたらご相談ください。 
・算定根拠の分かる書類の写し

などを参考に記入ください。 
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記載例２ 

別記 第２号様式（第４条関係） 

誓 約 書 

私は、南房総市輸入飼料高騰緊急支援給付金の申請をするに当たり、下記内容について、

誓約します。誓約した内容と事実が相違することが判明した場合には、給付金の交付を受

けられないことについて、異議はありません。また、これにより生じた損害については、

当方が一切の責任を負うものとします。 

記 

☑１ 申請内容に虚偽はありません。 

☑２ 現在、事業を営むにあたり、関連する法令及び条例等を遵守しています。 

☑３ 申請時点において、市民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税、水道料、

介護保険料、後期高齢者医療保険料に滞納はなく、当該市税等の調査について同意

いたします。 

☑４ 現に輸入飼料を購入及び給餌しています。 

☑５ 次年度以降も畜産業を継続します。 

 

 

 

令和 〇年 〇月 〇日 

 

南房総市長 宛 

 

               申請者住所      南房総市富浦町青木 28 

                  氏名（代表者） 畜産 次郎 

                  連絡先     〇×〇－△◇〇▽－□△×〇 

 

※ 申請者が自署してください。 

  

自署してください。 

誓約内容を確認の上、□に

チェック☑してくだい。 
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４ 交付の決定等 

申請書類の審査の結果、本給付金を交付する旨を決定したときは、後日、交付決定通知

書を発送いたします。なお、支給しない旨の決定をしたときは、その旨と理由を通知しま

す。 

その他留意事項 

 

本給付金の交付後、対象要件に該当しない事実や不正等が発覚した場合は、本給付金の

返還請求をいたします。この場合、申請者は給付金を返金することとなります。 

１ 市は必要に応じて、申請内容の状況について調査する場合があります。その場合、交

付対象者は市に協力するとともに、速やかに状況を報告願います。 

２ 交付対象者は、本給付金の申請にかかる書類一式について、全ての根拠書類を備えて

おかなければなりません。 

暴力団排除に関する規定（Ⅱ対象要件（７）関係）   

支給を受けようとする事業を行う者（法人その他の団体にあっては、その役員等（業

務を執行する社員、取締役、執行役若しくはこれらに準ずる者、相談役、顧問その他の

実質的に当該団体の経営に関与している者又は当該団体の業務に係る契約を締結する権

限を有する者をいう。以下同じ。））が、将来においても、次の各号のいずれにも該当し

ないこと。 

一 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第

２条第６号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。） 

二 次のいずれかに該当する行為（イ又はウに該当する行為であって、法令上の義

務の履行としてするものその他正当な理由があるものを除く。）をした者（継続

的に又は反復して当該行為を行うおそれがないと認められる者を除く。） 

ア 自己若しくは他人の不正な利益を図る目的又は他人に損害を加える目的

で、情を知って、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条

第２号に規定する暴力団（以下「暴力団」という。）又は暴力団員を利用す

る行為 

イ 暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなることを知り

ながら、暴力団員又は暴力団員が指定した者に対して行う、金品その他の

財産上の利益若しくは便宜の供与又はこれらに準ずる行為 

ウ 市の事務又は事業に関し、請負契約、物品を購入する契約その他の契約の

相手方（法人その他の団体にあっては、その役員等）が暴力団員であるこ

とを知りながら、当該契約を締結する行為 

三 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者 


